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Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助
対象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  532,020  504,131  -  95,345  7,023  -  19,502  382,261 27,889 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3万
円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○
令和６年度いすみ市価格高
騰支援臨時給付金及び定額
減税不足額給付金事業

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  102,368  102,368  -  95,345  7,023  -  -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低
所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　4,647世帯×30千
円、子ども加算　323人×20千円、、定額減税を補足する給
付（うち不足額給付）の対象者　6,275人　(115,170千円）
のうちR7計画分、国庫返還相当額等　30千円
事務費　7,023千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料
等）　業務委託料　使用料及び賃借料　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（4,647世帯）、定額減
税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（6,275人）

－ ○ － R7.3 R7.11 対象世帯に対して令和7年3月までに支
給を開始する

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌 R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）

2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の給
付費

（家計急変への横出し等・R6補正）

3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）

5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
市民割生活支援商品券発行
事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別

加算

④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 216,597  205,942  205,942  10,655  14,043

①食料品等の物価の高騰による負担増を踏まえ、市民生活
の負担軽減及び市内における消費低迷の緩和を図るため
市内共通商品券を交付する。（使用期限：令和８年9月３0
日）
②商品券（６千円）の交付・換金、消耗品（文書保存箱、宛
名シール）、印刷製本費、通信運搬費、電算処理委託料、
時間外手当
③補助金202,554千円（6千円×34,100人×99％）、消耗品
費284千円、印刷製本費1,762千円（商品券印刷（35,000
冊）1,487千円、ポスター印刷（570枚）55千円、チラシ印刷
（18,000枚）220千円）、通信運搬費10,685千円（商品券発
送：620円×17,000通、協力店通信費：110円×500通、180
円×500通）、電算処理委託料1,060千円、時間外手当252
千円（3,000円×2時間×14日×3人）（うち、205,942千円に
交付金を充当）
④全市民、市内事業者

－ － － R8.1 R8.3 R8.4以降 市民へ商品券の配布が令和8年4月まで
に完了し、商品券を使用開始する。

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品
分野

対象分野に関連
しない

地域商品券
商品券に使用期限を設ける。利用可能店舗から
実績を報告させ商品券等の使用実績を把握す
る。

ホームページ、広報誌

計画に関する諸条件 キ
　算出の根拠となる事業の確定等の調整の
ために不測の日数を要し、計画を再検討し
た結果、交付対象事業の完了が令和９年３
月下旬となるため

R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場
合は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入し
L列で当該推奨事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6
以降に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してくださ
い。

6 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 可燃ごみ専用袋配布事業 米国関税措置 ○
③消費下支
え等を通じた
生活者支援

 13,321  13,321  13,321

①物価高が続く中でごみ収集指定袋（可燃ごみ専用）を配
布することにより、住民の生活を支援する。
②ごみ収集指定袋の作製及び配布に係る需用費、役務
費、委託料
③消耗品費300千円、印刷製本費131千円、通信運搬費
5,111千円、委託料7,779千円（ごみ収集指定袋作製7,443
千円、ごみ収集指定袋封入112千円、宛名シール・名簿作
成224千円）
④市内全世帯（17,000世帯）

－ － － R7.6 R7.11 市内全世帯（17,000世帯）に対して、令和
7年10月までに配布を開始する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品
分野

ホームページ、広報誌 R7補正（地）

7 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
農業者経営継続支援事業
（国のR７予備費分）

米国関税措置 ○

⑥農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 6,181  6,181  6,181

事業番号８と同一事業
①国際情勢の影響等により農業経営に係る経費が高騰し、
大きな負担が生じている農業者等に対し補助金を交付する
ことにより、市内における農業経営の維持及び継続を支援
する。
②令和７年１月１日から令和７年12月31日までの間に要し
た種苗費、肥料費、農薬衛生費の一部（10％）に対する補
助金（上限20万円）
③補助金11,713千円　(30千円×25件＝750千円、43千円
×１件＝43千円、60千円×32件＝1,920千円、150千円×
20件＝3,000千円、200千円×30件＝6,000千円）（うち、国
のR7予備費充当分6,181千円）
④（1）市内に住所を有する農業者又は市内に主たる事務所
を有する法人、 (2）農業による所得の申告を行っている（新
規就農者にあっては、認定新規就農者である）こと、（3）今
後も継続して市内で農業経営を行う意思を有するものである
こと、（4）市税等に滞納がないこと

－ － － R7.9 R8.2 支援件数490件、農業者等の事業継続率
98％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌 R7補正（地）

8 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
農業者経営継続支援事業
（国のR７補正予算分）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 5,532  5,198  5,198  334

事業番号7と同一事業
①国際情勢の影響等により農業経営に係る経費が高騰し、
大きな負担が生じている農業者等に対し補助金を交付する
ことにより、市内における農業経営の維持及び継続を支援
する。
②令和７年１月１日から令和７年12月31日までの間に要し
た種苗費、肥料費、農薬衛生費の一部（10％）に対する補
助金（上限20万円）
③補助金11,713千円(30千円×25件＝750千円、43千円×
１件＝43千円、60千円×32件＝1,920千円、150千円×20
件＝3,000千円、200千円×30件＝6,000千円）（うち、国の
R7補正予算充当分5,198千円）
④（1）市内に住所を有する農業者又は市内に主たる事務所
を有する法人、 (2）農業による所得の申告を行っている（新
規就農者にあっては、認定新規就農者である）こと、（3）今
後も継続して市内で農業経営を行う意思を有するものである
こと、（4）市税等に滞納がないこと

－ － － R7.9 R7.9 R8.2 支援件数490件、農業者等の事業継続率
98％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品
分野

農業経営 ホームページ、広報誌 R7補正（地）

9 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 飼料等高騰対策事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑧農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 13,900  10,058  10,058  3,842

①飼料価格等の高騰の影響を受けている畜産農家に対し、
補助金を交付することにより、畜産経営の安定及び継続を
図る。
②令和７年１月１日から令和７年12月31日までの間に支出
した対象経費（飼料費、動力光熱水費の合計額）に対する
補助金
③補助金13,900千円（乳用牛・肉用牛農家13件×上限
1,000千円、成豚・採卵成鶏農家３件×上限300千円）（う
ち、10,058千円に交付金を充当）
④(1)支給対象年の1月1日より継続して市内に主たる事業
所等を有する法人、団体、又はいすみ市に住所を有する畜
産農家。(2)今後も継続して市内で畜産経営を行う意思を有
すること。(3)市税等に滞納がないこと。(4)事業を営むに当
たって関連する法令及び条例等を遵守していること。

－ － － R7.4 R7.4 R8.3 支援件数14件、12,600千円 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品
分野

畜産関係施設 ホームページ R7補正（地）

10 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
エネルギー価格高騰対策支
援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対する
エネルギー
価格高騰対
策支援

 39,172  39,172  39,172

①エネルギー価格の高騰により経費負担が増加している中
小企業者等に対し補助金を交付することにより、負担軽減を
図り事業継続を支援する。
②令和7年7月分から同年9月分までの電気料金及び燃料
費（ガソリン代、灯油代、軽油代、重油代及びLPガス代をい
う。以下同じ。）のうち、事業経営に係る経費として支払った
ものに対する補助金（補助対象経費の合計額に115分の
100を乗じた額に0.15を乗じて算出した額とし、常時使用す
る従業員が6人以上の中小企業者等にあっては600千円
を、常時使用する従業員が5人以下の中小企業者等にあっ
ては300千円を限度とする。）
③補助金39,172千円　( 6人以上法人90件、5人以下法人
310件）
④(1)市内に住所又は主たる事業所を有すること。(2)令和6
年度以前から継続して市内において事業を営んでいること。
(3)令和6年度分までの市税等を完納していること。(4)事業を
営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守しているこ
と。

－ － － R7.7 R7.7 R8.3 支援事業者数400件 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ R7補正（地）

11 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
タクシー事業者事業継続支
援事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対する
エネルギー
価格高騰対
策支援

 600  600  600

①長引く燃料価格の高騰及び運転手不足による影響を受
け、経費負担が増加し、厳しい経営環境にあるタクシー事
業者の負担軽減を図り事業継続を支援することにより、市内
における公共交通を維持する。
②タクシー事業者への補助金
③補助金600千円（300千円×２社）
④市内に営業所又は待機所を有し、事業用自動車を配置し
ているタクシー事業者

－ － － R7.4 R7.8 R7.8 市内タクシー事業者の事業継続割合
100％

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

ホームページ R7補正（地）

12 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 学校給食費補助事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

③物価高騰
に伴う子育て

世帯支援
 95,472  82,414  82,414  13,058

①エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受ける保護者
の経済的負担の軽減を図るため、小中学校児童生徒の学
校給食費を全額補助する。
②小中学校児童生徒の給食費に対する補助金
③補助金87,675千円（教職員の給食費を含まない。）
　【市立の小中学校に在籍する児童生徒】
　　小学校（１食あたり 270円、児童数1,146人）
　　中学校（１食あたり 300円、生徒数677人）
　 【市立外の小中学校に在籍する児童生徒】
　　当該学校の給食費の全額×50人
（うち、82,414千円に交付金を充当）
④市に住所を有する小中学校児童生徒の保護者

－ － － R7.4 R7.4 R8.4以降 給食費補助率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定 給食 ホームページ

計画に関する諸条件 キ
　算出の根拠となる事業の確定等の調整の
ために不測の日数を要し、計画を再検討し
た結果、交付対象事業の完了が令和９年３
月下旬となるため

R7補正（地）

13 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
消費喚起市内プレミアム商
品券事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 13,000  13,000  13,000

①物価高騰により食料品等の値上がりに対する家計の負
担緩和地域における消費下支えのために、商工会が発行
するプレミアム商品券に対して補助することにより、市民生
活を支援する。
②プレミアム分（10％、1千円）の上乗せに対する補助金
③補助金13,000千円
④商工会

－ － － R7.9 R7.10 R8.4以降 チケット発行件数10,000セット ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

商品券等に使用期限を設ける。利用可能店舗か
ら実績を報告させ商品券等の使用実績を把握す
る。

ホームページ、広報誌

計画に関する諸条件 キ
　算出の根拠となる事業の確定等の調整の
ために不測の日数を要し、計画を再検討し
た結果、交付対象事業の完了が令和９年３
月下旬となるため

R7補正（地）

14 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
社会福祉施設等物価高騰対
策事業（児童福祉施設）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴
場等に対す
る物価高騰
対策支援

 121  121  121  1

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けてい
る市内の児童福祉施設等を支援し、経済的負担の軽減と安
定的な事業の運営を維持する。
②児童福祉施設等への補助金及び事務費
③補助金120千円（県補助金の対象施設15千円×２施設＝
30千円、県補助金の対象外施設30千円×3施設＝90千
円）、役務費（振込手数料1千円）
④市内に所在する児童福祉施設等

－ － － R8.1 R8.4以降 R8.4以降 対象施設５施設に対し、令和8年3月まで
に周知し、給付を行う。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 児童養護施設等 ホームページ

計画に関する諸条件 キ
　算出の根拠となる事業の確定等の調整の
ために不測の日数を要し、計画を再検討し
た結果、交付対象事業の完了が令和９年３
月下旬となるため

R7補正（地）

15 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
社会福祉施設等物価高騰対
策事業（介護施設）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴
場等に対す
る物価高騰
対策支援

 22,002  22,002  22,002  102

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けてい
る市内の介護施設事業所を支援し、経済的負担の軽減と安
定的な事業の運営を維持する。
②介護施設事業所への補助金及び事務費
③補助金21,900千円（入所系事業所17千円×定員（28事
業所）、通所系事業所40千円×10事業所、通所系介護事
業所105千円×12事業所、訪問系介護事業所105千円×34
事業所、介護タクシー事業所35千円×10事業所）、時間外
手当80千円、役務費22千円（振込手数料11千円、郵便料
11千円）
④市内に所在する介護施設事業所（94事業所　介護サービ
ス入所系、通所系、訪問系）

－ － － R8.1 R8.4以降 R8.4以降
対象事業者94事業者に対し、令和8年3
月末までに支援事業の周知をし、7月末
までに支給し、事業所の継続性を図る。

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
介護サービス事
業所・施設等

ホームページ

計画に関する諸条件 キ
　算出の根拠となる事業の確定等の調整の
ために不測の日数を要し、計画を再検討し
た結果、交付対象事業の完了が令和９年３
月下旬となるため

R7補正（地）

16 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
社会福祉施設等物価高騰対
策事業（障害福祉施設）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴
場等に対す
る物価高騰
対策支援

 3,754  3,754  3,754  76

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けてい
る市内の社会福祉施設等を支援し、経済的負担の軽減と安
定的な事業の運営を維持する。
②社会福祉施設等への補助金及び事務費
③補助金3,678千円（県給付金の対象施設（入所系障害者
支援施設（２施設）15千円×92人＝1,380千円、グループ
ホーム等（14事業所）11千円×128名＝1,408千円、通所系
障害者（児）事業所15千円×23事業所＝345千円、訪問系
障害者（児）事業所5千円×9事業所＝45千円）、県給付金
の対象外施設（通所系障害者（児）事業所30千円×12事業
所＝360千円、訪問系障害者（児）事業所10千円×14事業
所＝140千円）、口座振込手数料10千円（132円×69件）、
郵便料６千円（85円×69通）、時間外手当60千円（3千円×
1人×20時間）
④市内に所在する社会福祉施設等

－ － － R8.1 R8.4以降 R8.4以降 対象事業者に対し令和8年3月末までに
周知し、4月から受付開始する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
障害福祉サービ
ス事業所・施設
等

ホームページ

計画に関する諸条件 キ
　算出の根拠となる事業の確定等の調整の
ために不測の日数を要し、計画を再検討し
た結果、交付対象事業の完了が令和９年３
月下旬となるため

R7補正（地）

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A

等ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の
通知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期

事業終期

※可変部分
※この他は
変えられま
せん。

成果目標（可能な限り定量的指標を
設定）

支援開始時
期

※可変部分
※この他は
変えられま
せん。　

【
Ｒ

６

経

済

対

策

等

】
差

押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

　

※

事

務

連

絡

参

照

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明
記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置で
あることが分
かる事業名称
としている

国

の

予

算

年

度

Ｃ

特定事業者
等支援

個人を対象
とした給付

金等

自治体利用
欄

自治体での予算区分
自治体利用
欄

国の重点支援地方交付金が活用されている
旨の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品
分野」「中小企
業・小規模事業者
の賃上げ環境整
備」における細分

化項目

自治体利用
欄

備考5
(事業の終期が令和8年3月を超えること

が見込まれる場合、その事情)

※可変部分
※この他は変えられません。

備考1
(重点支援地方
交付金の追加
を踏まえた各
省庁の通知の
発出状況に定
義されている
対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に
も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

Ｂ
※参考

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に
効果があると判断する地方単独事
業」を選択した場合の、より効果
があると考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との

関係 総事業費


